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　東奥日報社　広告局

東奥日報創刊130周年記念・目指せ！健康・長寿　「短命県返上 !」

◉企画の概要と選定理由
平均寿命が男女とも全国最下位の青森県で、県民の健康な暮らしを推進
するキャンペーンを展開した。肥満や大食、塩分の過剰摂取など病気の要
因となる習慣をインパクトのある写真で紹介し、地元大学教授の解説を加え
て警鐘を鳴らした。知事や県内の全市町村長も登場して生活改善を訴える
広告特集は、地域に関わる企業・団体が協賛しており、県民一丸となった
取り組みであることを印象付けた。地域の深刻な課題に明るいクリエーティ
ブで向き合った企画として高く評価された。

◉広告主	 ������������ 青森銀行、みちのく銀行、東北電力、日本原燃、
鹿内組など１２３社

◉掲載状況	 ���������２０１９年４月２６日／朝刊別刷り（１６ページ）、カ
ラー

◉広告活動	 ��������� インターネット、イベント（各自治体、医療関係者、
薬局に配布）

◉企画	��������������� 東奥日報社広告局
◉制作	��������������� 道映デザインスタジオ

◉企画の概要と選定理由
２０１８年に発生した北海道胆振東部地震や西日本豪雨の被災者に向け、
東日本大震災で多くの支援を受けた岩手からエールを送る企画を展開した。
各被災地の地元紙にそれぞれコピーや応援メッセージを切り替えた紙面を折
り込み、避難所や仮設住宅にも配布した。岩手の詩人・宮沢賢治の詩
「雨ニモマケズ」を引用するとともに、県民２９８人が寄せたメッセージを掲載
した企画は、岩手の企業・団体から多くの協賛を集めた。大災害を経験し
復興に向けて歩む地域の新聞社が、被災地への思いを広告に込め、他の
地方紙と連携して届けたことが高く評価された。

◉広告主	 ������������ 東山堂など１６１社
◉掲載状況	 ���������２０１８年１０月２０日／別刷り（４ページ）、カラー
◉広告活動	 ��������� インターネット、ＳＮＳ、避難所・仮設住宅に配布
◉企画	��������������� 岩手日報社広告事業局
◉制作	��������������� 横尾美杉、電通

岩手日報社　広告事業局

岩手県民298人で紡いだ「雨ニモマケズ」
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◉企画の概要と選定理由
これまで対策が講じられてこなかった夜に災害が発生した場合の備えについ
て、地域防災支援協会監修の下、地元ラジオ局と連携して注意を呼び掛
けた。自宅で電気を消した暗闇の状況で、ラジオを聞きながら布団の中から
玄関まで避難するプログラムを三者で共同開発し、３月１１日に新聞広告とラ
ジオ番組で訓練を家庭で体験できるキャンペーンを実施した。いつでもどこで
も読むことができる新聞と情報を生放送で伝えるラジオの特性をうまく活用し
た広告として高く評価された。

◉広告主	 ������������ ケーヨーデイツー
◉掲載状況	 ���������２０１９年３月１１日／全１５段、雑報、カラー
◉広告活動	 ���������ラジオ、インターネット
◉企画	��������������� 福島民報社東京支社、電通
◉制作	��������������� 電通
◉扱い	��������������� 電通東日本

福島民報社　東京支社

夜の避難訓練

◉企画の概要と選定理由
終戦から７０余年が経過する中、富山市内のほぼ全てが消失した富山大空
襲を記録し、戦禍の風化を防ぐため、市民と共に平和について考える機会
を紙面で提供した。自身も従軍経験があり、戦争を題材とする作品を数多く
手掛ける映画監督オリバー・ストーン氏をはじめとした著名な識者が語るメッ
セージで展開したキャンペーンは、多数の企業・団体の協賛を得た。市内
で開かれた同氏の講演会には県外からも多くの人が参加した。世代を超え
た人々が、地域の歴史を見つめ直し未来を考える機会となった企画として高
く評価された。

◉広告主	 ������������ アイザック、アルビス、キタムラ機械、サクラパック
ス、スギノマシン、立山科学グループ、日本海ガス、
フォー ･ エヌなど１６社

◉掲載状況	 ���������２０１８年７月２日から１２月３０日まで１７回／全４５段、
全３０段、全１５段、全５段、カラー

◉広告活動	 ��������� 講演会、インターネット、テレビＣＭ
◉企画	��������������� 北日本新聞社
◉制作	��������������� 北日本新聞社、ＲＯＬＥ、アイアンオー

北日本新聞社　営業局

未来の富山キャンペーン	THE	MESSAGE	＃今､ 伝えたい。未来のために。
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京都新聞社　京都新聞ＣＯＭ営業局

京都新聞創刊１４０年記念
「日本人の忘れもの　知恵会議」～次世代へのメッセージ～

◉企画の概要と選定理由
元号が変わり新たな時代を迎えるにあたり、地元企業・団体の経営者や文
化人、若者たちが、次世代へ継承したい伝統や文化、企業理念などを伝
える企画を展開した。技術が進展し続ける中で、「次世代」「未来」など
をキーワードに、京都にゆかりのある人々が今後の社会をよりよく生きるため
のメッセージを発信した。各界で活躍する人たちの多様な価値観を提示し
ており、読み応えのある企画として高く評価された。

◉広告主	 ������������ 石清水八幡宮、裏千家、京セラ、オムロン、ワコー
ルなど９８社

◉掲載状況	 ���������２０１９年１月１日から６月２７日（継続中）／別刷り、
ラッピング、二連版全３０段、全１５段、全５段、カ
ラー

◉広告活動	 ��������� インターネット、ＳＮＳ（スタートアップ企業と提携、ＡＩ
生成の京都の街並み動画配信）

◉企画・制作	������� 京都新聞ＣＯＭ
◉扱い	���������������日商社

応募状況・選考経過

「新聞広告賞」に関する規定

応募・推薦状況

選考経過

　2018年6月1日から19年5月31日までに新聞協会会員新聞に掲
載された広告活動を対象として、広告主企業、広告会社、新聞社
に応募・推薦を呼び掛けた。その結果、広告主部門に276作品

（単独広告主275、複数広告主1）、新聞社企画部門に65作品（単
独企画63、共同企画2）の応募・推薦があった。

　新聞協会会長の任命する委員をもって新聞広告賞選考委員会
（＝広告委員会）が組織され、下記のとおり応募・推薦作品の審
査・選考を行った。
１．予備選考会
　選考委員会は、広告委員会の下部組織である広告プロモーショ
ン部会委員と、コピーライターの坂本和加氏、駒澤大学経営学部
市場戦略学科教授の中野香織氏に予備選考を委嘱した。予備選考
会は、広告主部門、新聞社企画部門の両部門に応募・推薦のあっ
た全広告活動を対象に審査した。
（１）第１次予備選考会＝6月13、14、17、18、19日
　広告主部門の全作品の中から、各委員がそれぞれ30作品を推薦
した。また、新聞社企画部門は各委員がそれぞれ20作品を推薦し
た。なお、自社作品には投票を認めなかった。
（２）第２次予備選考会＝6月27、28日
　選考に先立って座長に根本昇・広告プロモーション部会長（毎
日東京）を互選。審査・選考にあたっては、新聞広告賞制定の趣
旨を踏まえ、新聞広告活動の全過程を対象に評価することを確認
した。

第1条（目的と名称）
日本新聞協会は、新しい新聞広告の可能性を開拓した広告活動を顕彰し、
新聞と広告との発展に資することを目的に「新聞広告賞」を設け、毎年新
聞週間に際し贈賞する。

第2条（表彰の事由・贈賞の対象）
（1）新聞広告の新しい利用法や表現領域の開拓に成功した活動、新聞広告に

より広告目的に即して大きな成果をあげた活動、その他新聞媒体と新聞
広告の特性・機能を活用あるいは開発し前条の目的に照らして貢献すると
ころが大きいと認められる活動を表彰する。

（2）本賞は、協会会員紙に掲載され、前項に該当すると認められた広告作品
に贈られる。 

第3条（賞の構成）
（1）本賞は広告主部門と新聞社企画部門の二つの部門によって構成する。
（2）広告主部門の本賞受賞作品から新聞広告大賞１作品を選定する。
（３）選考委員会は、前項両部門について、本賞とは別に、広告主部門におい

ては優秀賞を、新聞社企画部門においては奨励賞を贈ることができる。

第4条（受賞対象）
本賞の受賞対象は、広告主部門については当該活動の企画立案にあたっ
た広告主企業とし、新聞社企画部門については協会会員新聞社の当該活
動企画部門とする。

第5条（表彰）
（1）広告主部門の入選作は６作品とし、新聞広告大賞１作品、新聞広告賞（広

告主部門）５作品にそれぞれ賞状ならびに副賞を贈る。
（2）新聞社企画部門の入選作は5作品とし、新聞広告賞（新聞社企画部門）と

して、賞状を贈る。
（3）優秀賞に対しては賞状と副賞を贈る。
（4）奨励賞に対しては賞状を贈る。

　27日は新聞社企画部門の選考を行った。第1次予備選考会の投
票結果を踏まえて39作品を第2次選考会の審査対象とし、審議・
投票を重ねた結果、16作品を選考分科会に上申することを決めた。
　28日は広告主部門の選考を行った。第1次予備選考会の投票結
果を踏まえて99作品を第2次選考会の審査対象とし、審議・投票
を重ねた結果、32作品を選考分科会に上申することを決めた。
２．選考分科会＝ 7月25 日
　広告委員会常任委員と一倉宏氏（コピーライター、クリエー
ティブ・ディレクター）、葛西薫氏（アートディレクター）が、
予備選考会から上申された候補作品を審査・選考した。牧江邦
幸・広告委員会副委員長（日経）が座長を務めた。
　新聞社企画部門は、予備選考会から上申された16作品を対象
に連記式で投票を行い、5 作品を新聞広告賞、5 作品を奨励賞の受
賞候補とした。なお、自社作品には投票を認めなかった。
　広告主部門は、32作品を対象に連記式で投票を行い、入賞23作
品を選んだ。さらにその中から1 作品を新聞広告大賞、5 作品を
新聞広告賞、17作品を優秀賞の受賞候補に決定した。以上、計33
作品を新聞広告賞選考委員会に上申することにした。
３．選考委員会＝ 7月26日
　選考委員会である7月度広告委員会で、選考分科会座長が選考
経過について報告した。選考委員会は分科会からの上申作品を受
賞候補と決定。9 月度新聞協会理事会の承認を得ることとした。
４．新聞協会理事会＝9月4日
　理事会は、新聞広告賞選考委員会からの選考結果と選考経過に
関する報告を承認した。

第6条（応募・推薦）
（1）本賞は、原則として、本賞の目的に合致した作品の企画・制作、掲載をした

関係者の応募により選考を行う。ただし、広告関係の第三者による推薦を
妨げない。

（2）応募・推薦の手続きは別に定める。

第7条（選考）
本賞の選考はつぎの方法による。

（1）会長の任命する委員をもって新聞広告賞選考委員会を組織し、広告賞贈
賞に関する事項を審議決定する。

（2）選考委員会は、応募・推薦された候補について審議し受賞者を決定、その
旨を理事会に上申し承認を得る。

（3）選考委員会は、必要に応じ外部の関係者から意見を求めることができる。
（4）両部門の特性を考慮し、選考委員会の運営細則を別に定める。
（5）選考結果は、「新聞協会報」および「新聞広告報」誌上と当協会ウェブサイ

トで発表する。

第8条（選考の対象期間）
（1）本賞選考の対象となる作品は、前年6月1日から本年5月末日までの1年

間協会会員各紙に掲載されたものとする。
（2）上記期間を越える長期の活動については顕彰に値すると選考委員会が

判断した場合は、始期は問わずこれを対象に含める。

第9条（提出資料および締め切り期日）
応募者ならびに推薦者は、当該作品に所定の関係資料をそえて毎年6月
初旬までに選考委員会に提出するものとする。

第10条（その他）
本賞の選考および運用の細目については、選考委員会の決定により別に
実施細目を設けることができる。

2013年2月15日改定
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